
※新型コロナウイルス感染症によるものを除いた令和７年 7月 8日現在速報値） 

 

 

 

 

令和７年１月～６月労働災害発生状況 

 
大河原労働基準監督署管内 宮城労働局管内 

R6 R7 前年比 R6 R7 前年比 

製造業 計 16 26 10 174 166  -8  

食 料 品 製 造 業 6 10 4 69 76 7 

機械金属製造業 6 7 1 57 38 -19 

建設業 計 9 13 4 124 118（1） -6(1) 

土 木 工 事 業 5 3   -2 36 31 -5 

建 築 工 事 業 3 5 2 60 48（1） -12(1) 

その他の建設業 1 5 4 28 39 11 

運輸交通業 計 9 3 -6 152（1） 168 16 (-1) 

道路貨物運送業 8 3 -5 134 145 11 

商 業 10 13 3 171 181 10 

社会福祉施設 4 3 -1 98   103  5 

全 産 業  61  93  32 974（6）   1035(4) 61(-2) 

 

 

 

 

令和７年の大河原労働基準監督署管内における休業４日以上の労働災害が増加が顕著です（前年同時期

比 52.5％増）。歯止めをかける必要がありますので、皆様、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

令和７年度労働

保険年度更新 

令和７年７月１６日発行 

労基署便り 
大河原労働基準監督署 

令和７年度 No４ 

※１ 休業４日以上の死傷労働災害（労働者死傷病報告による）の数値。前年比は死傷者数（人）、（ ）は内数で死亡者数。 

※２ 機械金属製造業は、鉄鋼業・非鉄金属、金属製品、一般機械器具、電気機械器具、輸送用機械等製造業の合計。 
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 転倒による災害が最も多くを占

めています。転倒災害の防止に努め

てください。 

 
また、交通事故が多いことも気が

かりです。「交通労働災害防止のた

めのガイドライン」を参考にして交

通事故の防止にも是非ともお取り組

みください。 

 

大河原労働基準監督署 令和７年労働災害発生状況：事故の型 

厚生労働省 

「転倒災害の防止」 

「交通労働災害防止

のためのガイドライ

ン」 



 
 

  

 

 労働安全衛生法が改正されます!（令和８年１月１日から段階的に施行されます） 
  今回は、二つの改正事項についてお知らせいたします。 

⓵職場のメンタルヘルス対策の推進

 
②高年齢労働者の労働災害防止の推進 令和８年４月１日施行 

 
 年次有給休暇を取得しましょう!（法令で定める日数を取得するのは最低限のことです）               

 夏季休暇の時季となりました。年々、暑さが厳しくなってきています。上手に休

暇を取得して心身ともにリフレッシュをはかり、暑い時季を乗り切りましょう。熱

中症対策もよろしくお願いします。          
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